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はじめに1

寄進とは、寄進者が財産の引き渡しを通して時間的制約を受けない契約関係を寄進先と結び、

自身の要望を永続的にかなえてもらう事と定義される。歴史学はこの寄進を、一度限りの関係性

に立脚する贈与とは区別し、理論的考察の対象としてきた。近代以前の人々は、寄進を行うこと

によって、死後の世界においても永久に自身が記憶され続けることを願っていた。死生観と関わ

る寄進は、人間社会を深く規定する社会現象であり、美術史学にとっても、宗教美術の成立を考

える上で重要な問題と言える。しかし寄進は、当初より今日のような形で研究対象とされてきた

わけではない。80年代に大きな方法論的変遷を経て発展を遂げて来た寄進研究は、今後も新たな

展開が予想される活発な研究領域と言える。

1993年に出版されたヘルマン・カンプ著『メモリアと自己描写―ブルゴーニュ宰相ロランの寄

進』2 は、多くの美術寄進を行った宰相ニコラ・ロラン（c. 1376〜1462）の寄進活動を考察し、

寄進が最も興隆したとされる15世紀3の寄進活動の実態を包括的に浮き彫りにした。造形美術を

史料として活用した典型的な文化史的寄進研究と言え、カンプによってもたらされた知見は、美

術史学にとっても示唆深いものである。一方美術史学研究の立場から考えた場合、造形美術とは

文化現象の解釈に向けた史料である以前に、何物にも還元できない美的存在であり、芸術的創造

行為の所産である。しかしこれまでの寄進研究では、寄進の創造的な側面について正面から考察

することは稀であった。それは暗黙のうちに親方や芸術家といった直接制作者の問題とされ、歴

史学たる寄進研究の範疇にはないとされてきたからである。人が永遠であることを願って寄進を

行うとき、なぜ造形美術を、それも創造性に優れたものを求めることになるのか。宗教美術の成

立と展開の動機にも重なる、寄進と美術との根本的な関係は、造形美術の創造的側面について独

自の考察を重ねてきた美術史学によってこそ、考察対象として捉えることができるのではないだ

ろうか。

本稿ではまず、15世紀に行われた寄進の具体例として、ニコラ・ロランの多彩な美術寄進活動

を記述し、宗教美術の成立と寄進が深い関係にある点を確認する。次に、寄進研究における、法

制史的アプローチから社会史・文化史的アプローチへの方法論的変遷を概観した後に、典型的な

文化史的寄進研究である、カンプによる造形美術の分析を方法論的に考察し、美術作品を史料と

してのみ扱うことの問題点を指摘する。最後に、近代美術史学の成立動機に立ち戻ることで、美

術史学的アプローチから寄進研究を行うことの可能性、また美術史学研究にとっての寄進研究の

意義について探ってみたい。
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１．寄進とキリスト教美術の成立―ニコラ・ロランの美術寄進

キリスト教世界に生きる人々にとって、死後にあっても社会に記憶され続けることは大きな関

心事であった。生者が死者の名を呼ぶことによって神は死者を思い起こし、死者に慈悲を授け、

死者はこれを自らの魂の救済の助けとすることができるからである。中世社会を深く規定してい

たこの願望は、財産の授受を通じて寄進者の名を典礼で呼ぶことを寄進先へと永遠に課す寄進に

こそ、もっとも明らかに見出すことができる4。

15世紀アルプス以北の絵画作品における傑作として知られる、ヤン・ファン・エイク作《宰相

ロランの聖母》5（挿図１）とロヒール・ファン・デル・ウェイデン作「最後の審判の祭壇画」6

（挿図２・３）は共に、ほぼ40年の長きにわたってフィリップ善良公の宰相を務めた寄進者ニコ

ラ・ロランによって注文制作されたことが知られている。ニコラ・ロランは、上級書生であった

ジャン・ロランを父に、1376年頃オータンに生を受けた。当時ロラン家はやや上流の市民階級に

属するに過ぎなかったが、ブルゴーニュの宰相として多数の功績を挙げた彼は、1424年、フィ

リップ善良公によって騎士へと叙階される7。ロランは古いブルゴーニュ貴族の出身であるギゴ

ンヌ・ドゥ・サランと三度目の婚姻を果たす一方で、「大貴族風の（fürstlich）」8寄進を行うこと

によって、新たに獲得した社会的地位を揺るぎないものにしようとした9。

文書が伝える限りでは、ニコラ・ロランは生涯のうちに七箇所で寄進を行っている。まず出身

地であるオータンのサン・ラザール大聖堂、オータンからボーヌへと向かう街道沿いにあるヴァ

ル・サン・ブロワ修道院、ポリニーの参事会聖堂、シャロン・シュル・ソーヌのサン・ヴァンサ

ン大聖堂、王侯貴族や教皇による寄進が数多く行われていたアヴィニヨンのケレスティヌス会修

道院、そしてオータンの教区教会ノートルダム聖堂とボーヌの施療院である。七箇所の寄進は当

時の平均からすると比較的少ないが、ロラン一族の墓廟とされてきたオータンのノートルダム聖

堂と、ロランによって新たに創設されたボーヌの施療院で行われた寄進は、既存の制度や施設に

対して高い自律性を持つ複合的寄進である点で、他の寄進とは別格と言える10。

先に挙げた《宰相ロランの聖母》と「最後の審判の祭壇画」は、前者はオータンのノートルダ

ム聖堂に、後者はボーヌの施療院に寄進された。ロランの寄進事業、特にオータンとボーヌでの

寄進は多数の美術作品をもたらした。オータンのノートルダム聖堂の美術寄進を列挙してみよ

う。彫刻作品としては、聖堂内陣の非常に重厚なブロンズ製洗礼台、身廊中央に安置された殆ど

天井の高さにまで達する巨大なブロンズ製十字架、貴石で装飾された冠を戴く銀製のマリア像が

寄進された。絵画作品としては《宰相ロランの聖母》に加えて、福者ルクセンブルクのペトルス

の肖像を伴った祭壇画が寄進されている。建築の寄進としては、新たな鐘楼の建造に加えて右側

廊を増築し、ステンドグラスや紋章、モットーやモノグラム、フレスコ壁画などで聖堂内を装飾

した。内陣には妻ギゴンヌと自身のための墓標彫刻を安置し、自らを騎士の姿で表したという。

その他、銀製もしくは鍍金された様々な典礼具、数多くの彩色写本が寄進された。これらロラン

によって寄進された数多の美術作品群は、ノートルダム聖堂の姿を魅力的なものとし、その美し

さによって公爵領内での名声を高めたことだろう。11ロランの寄進事業に見られるように、寄進

は、前近代に生きた人々の死生観を規定する重要な社会現象であると同時に、芸術的創造性を発
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揮する中心的な場を社会に提供していた。

体系的な寄進研究は、特にドイツ語圏の歴史学において追究されてきた。2000年に創刊された

中世史研究者ミヒャエル・ボルゴルテによる叢書「寄進史（Stiftungsgeschichten）」12から継続

的に新書が発刊されていることから伺えるように、寄進研究は昨今特に興隆の様相を呈してい

る。しかし、明確な定義としての「寄進」（独：Stiftung、仏：fondation）は近代以降に確立さ

れた概念である。また後述するように、寄進は初めから今日のような形で研究対象とされていた

わけではない。寄進研究は、法制史的アプローチから社会史的・文化史的アプローチへと大きな

方法論的変遷をたどってきた。稿者は、宗教美術の成立にも重なる根本的な問題として、寄進と

美術の関係性を明確に対象化するためには、造形美術の創造的側面について独自の考察を重ねて

きた、様式概念を基底とする美術史学アプローチが必要と考えている。確かにこれまでの寄進研

究においても造形分析は一般的に行われてきた。しかしそれは造形美術を史料化することを前提

とした、限定的なものであったと考えられる。歴史学・美術史学双方にとって今後必要と思われ

る美術史学的寄進研究とは、どのようなものであるべきなのか。また、それによっていかなる可

能性を切り開くことができるのだろうか。これらの問題を検討するにあたって、まずはこれまで

の寄進研究の歩みを確認しておく必要がある。

２．法制史的考察―営造物と法人

寄進は、寄進者の死後も永続的な実効力を有する点で、一度限りの関係性に立脚する贈与とは

区別される13。近代社会では死後に人は法的権利を失うとされるため、寄進ははじめ法制史学に

おいて問題となった。19世紀の法制史学は、「法的人格」（juristische Persönlichkeit）・「営造物」

（Anstalt）・「法 人」（Korporation）と い っ た 概 念 を 確 立 す る 一 方、意 志 主 義 理 論

（Willenstheorie）を援用することで、寄進に見られる永続性の正当化を行った。寄進者の意志を

通じて、教会や病院、大学などの寄進物である「営造物」（Anstalt）自体に独立した法的人格が

付与されるため、寄進者の生死は永続性に関係しないとされたのである14。本論の文脈において

「営造物」と「法人」の区別は決定的なものである15。何故なら営造物の法的人格は、営造物自

体が自律した法の担い手であることに由来しており、ここで自然人は何の役割も果たしていな

い。一方「法人」は自然人の自発的な連盟と理解され、その法的身分は、法人の構成員たる自然

人によって説明されるからである。近代以降の社会は、「営造物」概念を確立することで、寄進

に永続性を付することを可能とした。一方前近代社会においては、法的人格を有する寄進に相当

する用語は存在しない。現在我々が使用している寄進の概念は、19世紀の法制史学における議論

によって作り上げられた近代的概念である16。しかし、永続的性質を持つものとしての寄進は、

概念化されてはいなかったにせよ、前近代においても地域を問わず認められる普遍的現象であっ

たことが、比較文化史的研究から明らかにされている17。

一例として、古代ローマ末期の寄進例を確認してみよう。バーゼル大学図書館に残される10世

紀の羊皮紙断片18は、紀元後二世紀前後のあるローマ市民が自身の墓廟の管理について残した遺

言を今に伝える。文書が破損しているためにこの人物の名は不明だが、彼の築いた“cella me-

moriae”と呼ばれる墓廟には、“exedra”と呼ばれる建築物と、湖を伴った果実園が附属してい
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た。Exedraは当時の葬祭文化に欠かせない建築で、死者と会食を行う葬祭の折には扉を開き、

訪問者は中に入ることができた。内部に設置されたベンチの上には、掛け布と枕、マントに下着

が用意され、死者を弔う訪問者を迎えた。一方果実園は、墓廟管理の必要経費を賄うことを目的

として設けられていた。墓廟と果実園の管理は二人の解放奴隷に任され、彼らには三名の庭師が

仕えるよう定められていた。解放奴隷が死んだ場合、その子もまた親の使命を引き継ぐことが望

まれた。遺言者の相続人である甥アクイラによって、遺産から毎年60シェッフェルの小麦が庭師

に支払われることになっており、庭師が死亡した際には後継者を選ぶ必要があった。また、この

墓廟に遺言者以外の人物を埋葬すれることは許されず、定期的に追悼式が行われなくてはならな

かった。遺言書の内容がアクイラや解放奴隷達によって遵守されるかどうかは、civitas lingo-

numと呼ばれる市民組織によって監査されるよう取り決められていた。バーゼル文書の遺言者

は、墓廟を直接管理すべき人的組織が次世代へと更新されていくように取り決めるだけではな

く、墓廟管理組織を他の監査組織との関係性のうちに置くことによって、寄進の永続性を万全た

るものにしようとしたのである19。

永続的性質を有する寄進は中世盛期並びに後期にとりわけ興隆し、王侯貴族のような権力者だ

けではなく、聖職者や市民階級にまでその影響が波及し、様々な寄進形式が生まれた20。寄進

は、営造物概念が確立される以前の前近代社会においても大きな役割を担っていた。先述したよ

うに、近代以降の社会においては、寄進の有する法的人格、すなわち営造物によって寄進の永続

性を説明することができる。しかしそれでは、一体何が前近代社会における寄進の永続性の担い

手であったのだろうか。これを説明するにあたって法制史家達は、前近代における寄進に関して

も、「法的人格」・「営造物」・「法人」といった近代的概念を用いて説明を試みた。

19世紀の法制史家オットー・ギールケは、中世の寄進は必ず教会施設（ecclesia）か、pia cor-

poraと名付けられる法人（collegia）に従属するものとして法的理解がなされていたことを明ら

かにし、中世における寄進は、近代以降と異なり非自律的な現象であると結論付けている21。す

なわち中世には営造物概念が存在せず、寄進もそれ自体としては法的人格を有していなかったの

である。またギールケは、近代以降の寄進についても、営造物という近代的概念を元にした法律

行為としてだけではなく、社会的産物としても捉えるべきであると主張した22。次章で詳しく確

認するように、法制史的アプローチでは寄進という現象を捉えきることができないことを、法制

史家ギールケは自ら理解していたのである。

一方20世紀の法制史家ライケは、寄進には一貫して営造物的性質が認められることを立証する

ため、法制史学的観点から中世の施療施設を考察している。しかしそれらの施設は、常に法人で

ある法的人格を有する既存の母体施設に併設されていた。この母体施設が正式な代表として文書

の中で引き合いに出されることによって、寄進という法的行為の永続性が正当化されていたこと

が分かった。しかしライケは、文言として表現できるほど明白に自覚されていたわけではないに

せよ、民衆の法意識や現実世界の行為の中では、「実際のところ」寄進に対して自律した法的人

格が見出されていたと主張した23。前近代においても、潜在意識としては既に営造物概念の萌芽

が認められるとすることで、寄進の発展史を記述しようとしたのである。一貫した寄進史観を提

示するライケのアプローチは好意的に受け止められ、80年代にボルゴルテが批判を行うまで、寄

進研究は常に法制史的観点からなされるようになった。代表的な寄進研究者リアマンもまた、異
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教古代から現代にいたる寄進の発展史を、ライケの構想に従って記述している24。

３．社会史的・文化史的考察―メモリア

ミヒャエル・ボルゴルテは、1988年の論稿「法制史・社会史的観点から見た中世の寄進」25に

おいて、寄進研究をこれまで規定してきた法制史的アプローチを批判し、法制史的議論に内在す

る限界を論じることで、その理論的枠組みを根底から覆した。ライケやその追随者たちは、自律

的な法的存在としての営造物概念によって、寄進の永続的な性質を説明することを試みてきた。

しかし、前近代における寄進の永続性は、常に自然人の集合である法人に起因していたことは上

述した通りである。それにもかかわらず歴史家達は、前近代的寄進に営造物的性質を認めること

を全く問題としてこなかった。これに対してボルゴルテは、19世紀に成立した法制史的概念を用

いて前近代的な寄進を考察するのはアナクロニズムであるとして、批判を行った26。そして、法

制史的観点に限定されてきたこれまでのアプローチに代わって、社会史的アプローチから新たに

寄進を考察するべきであると主張した。社会史的アプローチは、ギールケ27やブルック28に見ら

れるように、法制史的アプローチの中にその萌芽を既に認めることができる。しかしそれらは、

独立して寄進の永続性を説明するものにはならなかった。従って現在主流をなす社会史的寄進研

究は、ボルゴルテによって確立されたと見ることができる。

社会史的方法論を正当化するにあたってボルゴルテは、オットー・エクスレによる「メモリ

ア」概念を議論の俎上に載せた。「メモリア」とは、認識上もしくは感情の上で死者を「追憶す

る」ことを超え、「社会的・法的な行動形式［稿者補：として］、思い起こされる死者が現前する

ものとして立ち現れる」29ことを示す。前近代社会では、死後の遺骸も行為能力を有した主体と

して捉えていた。この点で、18世紀に大きく心性が変化したこと30でもたらされた近代以降に見

られる死者への理解と、前近代社会におけるそれとは全く異なっている。

エクスレは、ゲーテの『親和力』からの一節を取り上げる31。物語に登場する領主の妻シャル

ロッテは啓蒙された婦人だが、古びてみすぼらしい村の教会と墓地を立派なものに作り替えるこ

とを思い立つ。数多の古い墓碑は脇へと集めて並び替え、でこぼこの地面を平らにした後、様々

な種類のクローバーで覆った。そして教会へ続く道を幅広なものへと整備することで、人々の憩

う美しいな空間を作り上げた。墓碑を脇へと除けることに対しては、何の問題も無いと考えた。

このような行為は死者の追憶を妨げるものではないと感じていたからである。ところがある日、

寄進者一族の代理を務める弁護士によって、彼女は反対者の主張を知らされる。この若い男は次

のように弁論した。「（略）私たちの心を魅きつけるのは、この石碑ではなく、その下に眠るも

の、そこの大地にゆだねられているものです。記憶ではなく故人自体、彼への追憶ではなく故人

がそこに現前することが大事なのです。」32『親和力』の議論は、前近代的な意味におけるメモリ

アの具体的な一例を我々に提供している。

前近代の寄進に見られる永続性は、寄進を行った死者そのものに起因する。前近代社会におい

ては、死後にあっても人は行為能力を有する主体とみなされていた。ボルゴルテは、寄進研究が

寄進を法という抽象的存在として対象化してきたことを批判し、寄進者と寄進先との関係として

捉え、社会全体のコンテクストの中で考えることが肝要であると主張する。ボルゴルテの論は決
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定的なものとなり、その後寄進研究は、社会史的「メモリア研究」へと方向を転換することとな

る。

ボルゴルテ以降の寄進研究は、永続性の考察に留まらず、様々な社会史的観点を取り上げるよ

うになった。煉獄概念によって死後の世界のイメージが変わったことは、寄進にどのような影響

を与えたのか33。宗教改革といった大きな歴史上の出来事によって、寄進はどのように変わって

いったのか34。実際のところ寄進はどのくらい継続したのか35。女性寄進者の役割はどのような

ものだったのか36。社会史的主題が関心を集めるようになったことで、無論文化史的なテーマに

も考察が及ぶようになった。特に美術寄進の問題は、文化史的考察の興隆によって重要性を増し

た。同時に造形美術は、寄進の考察に向けた史料として、文字史料と並んで盛んに活用されるよ

うになった。15世紀半ばから16世紀半ばにかけてケルン市で権勢を誇ったリンク家の美術寄進を

考察したシュミットは、「こうして都市研究の様々な領域において、美術作品を資料（Quelle）

とすることが可能になる。美術作品は、寄進者の人生や教会の装飾がたどった歴史の中で、ある

特定の文脈において生じた人と施設との関係を記録している。この点で史料（Urkunde）に匹敵

する性質を有する。［拙訳］」37と述べている。

４．造形作品の史料化―芸術的創造性の所在

文化史的考察の興隆を受け、寄進研究が造形美術を積極的に活用するようになったことで、文

字史料からは明らかにできなかった寄進者の心性や当時の文化状況がより詳細にされつつある。

ヘルマン・カンプは、1993年の著書『メモリアと自己描写―ブルゴーニュ宰相ロランの寄進』38

にて、いかにしてロランが寄進によって死後の追憶を確実なものにしようとしたのか、また貴人

としての自己像を表現しようとしたのかについて、多数の先行研究を踏まえながら包括的な研究

を行った。ロランの美術寄進を、土地や典礼の寄進なども含めた一個人の寄進活動全体において

捉えようとした点で、本研究は従来のロラン研究と性質を異にする。美術作品も積極的に史料と

して考察し、ロランの寄進に見られる特徴、すなわち彼のメモリアが世俗的性質を強く帯びてい

ると同時に、造形美術の寄進と深く関わっている点について、様々な側面から指摘している。本

書は文化史的寄進研究の典型として、寄進研究の可能性を探る上で興味深い。本章では、造形美

術を史料として捉える寄進研究の一例として、カンプによる美術作品の分析を方法論的に考察

し、美術史学的寄進研究の可能性について考える糸口としてみたい39。

カンプはロランの寄進事業の性質を、次のように捉えている。ロランの寄進には無論、死後の

メモリアを確実なものとする伝統的な意図があったと言える。しかし彼にとって寄進とは、思い

上がりと見なされることなく、あらゆる形で大貴族の生活様式を模倣することを可能とさせるも

のでもあった40。このことは彼の寄進事業が、新興貴族としての自らの社会的地位を確立するた

めに取られた、一つの政治戦略であったことを示している。

当時の王侯貴族は、慈善行為を通して気前の良さを示すことがたしなみであったが、 彼の寄

進が豪奢な美術作品に彩られていることは、財力を誇示するとともに、大貴族風の（fürstlich）

性質を寄進に付与することにもなった。 ロランは、ヤン・ファン・エイクやロヒール・ファ

ン・デル・ウェイデン、ホアン・デ・ラ・フエルタといった一流の芸術家達、またアヴィニヨン

−（68）−



ではアンゲラン・カルトンといったプロヴァンスで名声の高かった芸術家に制作を注文してい

る。フィリップ善良公の宮廷では、当代一の芸術家に注文を行うことでパトロンとしての力量が

競われていた。ロランの注文書には、単なる職人による手と芸術家に比する親方の手を区別する

文言があり、寄進によって制作される、作品の「芸術」としての質にはことさら気を配っていた

と考えられる。寄進事業を通して多くの建築や美術作品を注文し、芸術愛好家として自己を描写

することで、ロランは貴族サークルへの帰属性をより強固なものにしようとしたのである41。

貴族としての自己を誇示するメモリアのあり方は、《宰相ロランの聖母》の図像にも見出すこ

とができるとカンプは述べる。新興貴族は三世代後に貴族としての特権を全て享受できるのが常

だったが42、ロランは画中において、一族の新たな伝統の創始者として自身を演出することに余

念が無かった。寄進者像は、画面中央に表される聖母子像や聖人像に対し、小さく脇に表される

のが一般的である。しかし《宰相ロランの聖母》43（挿図1）では、聖人の執り成しも無く、聖母

子像と向い合せに、マリアと同じ大きさで寄進者像が堂々と表されている点で特異である。この

独創的な図像形式は、その後の美術作例にも影響を与えた44。聖人の執り成し無くマリアやキリ

ストの脇に大きく寄進者が表される例としては、フィリップ美王に始まり、シャルル五世からベ

リー公ジャンにいたるまで、王侯貴族の注文による写本作例に既に見られる。しかしカンプは、

フィリップ豪胆公が寄進を行ったシャンモールのカルトゥジオ会修道院附属聖堂正面左壁の石造

彫刻からの直接的な影響を指摘し、時禱書のような私的メディアではなく、公的メディアにおい

てこの図像形式が用いられたことを重要視する45。同様に、画中のロランの服装にも注意を促し

ている。ロランがまとう足首まで隠れる豪華な金襴緞子の長いローブは、非常に短い丈の上着を

好んだ当時の貴族階級の流行にそぐわない。一方、ロランと同様に市民階級出身の宮廷の実力者

達の肖像、例えば「ブラデリン祭壇画」のピエール・ブラデリンの肖像はやや長めの上着を着用

しており、ポリニーの参事会聖堂の浮彫彫刻に表されたジャン・シュサの肖像もまた、長いロー

ブをまとっている。騎士に叙階されたとはいえ、新興貴族が貴族達の流行のモードを身にまとう

ことは世間的に憚られるものであったに違いない。そこでロランは、1424年にフィリップ善良公

から騎士の叙階を受けた際にまとったとされる金襴緞子のローブを着用し、自らの貴族性を誇示

したのだとカンプは解釈する46。ロランは、《宰相ロランの聖母》によって死後もメモリアとし

て一族の眼前に存在し続け、貴族としての新しい伝統を子孫に自覚させようとしていたのであ

る47。このように一族の自意識を高めるために寄進を行うことは、当時一般的であった48。カン

プが、寄進による美術作品を造形的・視覚的メモリア（bildliche und visuelle Memorien）49 とし

て捉えていることは興味深い。寄進者は、これら造形物を通して死後の社会の中で視覚的に存在

し続けることで、寄進の永続性に対して法的な主張を行うことができたというのである。

一方カンプは、ロランの寄進を、メモリアという文脈を超えた政治戦略としても読み解いてい

る。ロランは息子ジャンと共に、福者ルクセンブルクのペトルスの墓があるアヴィニヨンのケレ

スティヌス会修道院へ脇礼拝堂を寄進している。脇礼拝堂にはかつて、アンゲラン・カルトン作

とされるフレスコ壁画《マグダラのマリアの最後の聖体拝領》が寄進され、特徴的な容貌からル

クセンブルクのペトルスと識別できる人物が司祭の一人として描かれていたという。ロランが

もっとも重要視していたオータンのノートルダム聖堂にも、ペトルスの肖像を描いた祭壇画が寄

進されていることから、彼はこの福者への崇敬をオータンでも広めようとしていたと考えられ
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る50。ペトルスを描いた二点の絵画作品の寄進動機についてカンプは、ロランのフィリップ善良

公への政治的配慮によるものではないかと推測している。フィリップ善良公の祖父フィリップ豪

胆公は、アヴィニヨンのケレスティヌス会修道院にある、ペトルスに捧げられた礼拝堂の礎石を

オルレアン公ルイと共に置いた人物であった。フィリップ善良公は、ルクセンブルクのペトルス

をオルレアンとブルゴーニュの和解を象徴する存在とみなしており、祖父に倣ってこの福者を崇

敬していた。ペトルスの肖像を描かせたロランの美術寄進行為は、宗教心に基づくというより

も、フィリップ善良公に忠誠を示すためであったとカンプは読み解いている51。ここでは寄進が

世俗的な目的のために手段化され、近代的な性質を帯び始めているのだ52。一般に、聖人像が表

される図像作品は、寄進者と特定聖人との関係を伺う良き史料となり、歴史的背景からその関係

が説明されることが多い。カンプもまた《宰相ロランの聖母》を史料として活用し、文字史料か

らは明らかにできない、ロランの寄進が有する政治的一面を浮き彫りにしている。

本来宗教的な動機に基づくべき寄進を世俗的な目的のための手段とするロランの信仰心は、ど

のようなものだったのだろうか。カンプは、「最後の審判の祭壇画」（挿図２・３）の図像からロ

ランの冷めた宗教心を読み解こうとしている。死を前に彼が残した遺書には、寄進事業を気に掛

ける文言はあるものの、その宗教的動機や死を前にした畏れについては何も述べてられていな

い。過去に残した寄進文書でも、敬虔な言葉は最小限に抑えられている。このことは必ずしも彼

が信心深くなかったことの証となるわけではないが、そのような感情を大仰に表現する欲求に欠

けていたとは言え、当時の一般的な寄進文書や遺書とは大きく趣を異にしている53。「最後の審

判の祭壇画」第二面の《最後の審判》（挿図３）は、同時代の描写に比べ、不気味なものに対す

るイメージやこの世の終わりに対する恐怖のイメージが抑えられている。このように、彼の死を

不気味なものと捉えない理性的で冷めた態度は、図像からも読み取ることができるとカンプは述

べている54。

以上、カンプによるロランの美術寄進の分析を概観してきた。歴史的事実に照らし合わせたカ

ンプの緻密な美術作品の考察は、美術史学研究においても重要な知見を与えるものと言える。し

かし一方で、芸術的創造行為の所産として美術作品を捉える美術史学の立場からは、一つの問題

が提起される。美術作品には、色や形、素材から構成される造形的な独創性、すなわち芸術とし

ての価値がある。しかしながらこのような芸術的創造性は、造形美術を史料化する態度の中では

「政治戦略の手段と化したメモリア、新興貴族の自意識の表れとしてのメモリア」という意味の

地平へと解体され、他の歴史現象から説明可能なもの、もしくは説明されなくてはならないもの

として平凡化されることになる。この文脈において、芸術的創造性はその所在を失ってしまうの

である。

美術史学的な問題意識と文化史学的な問題意識との間に見られるこの齟齬は、かつて文化史学

の下位領域とされた美術史学が、19世紀後半から20世紀初頭に、独自の学問規範を持つ自律した

学問領域として成立した動機とも重なっている55。エルヴィン・パノフスキーは、「歴史考察」

と「芸術学」56の相違について次のように記述している。「芸術学の客体がおのれは歴史的に把握

される以上のものという要求を必然的に挙げてくること、これが芸術学の呪わしいところであり

悦ばしいところでもある。純然たる歴史考察ならば、内容史に向かおうと形式史に向かおうと芸

術作品なる現象をいつでもただ諸他の現象から説明するだけで済み、高次の認識源泉から説明す
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ることはない。（略）だが芸術活動は、その営為のあらわすものが主観の外化ならず素材の成形

であり、偶発事件ならず所産的成果であるという点で一般史的生起とは区別される（また同じ点

で認識と一脈通じあう）。」57歴史学における研究対象は時間的過去にあるため、研究対象自体を

直接体験することは原理的に不可能である。文献史料や物証を手掛かりに推論し、我々の意識の

中に過去の存在として再構成しなければならない。一方美術史学の研究対象である造形美術は、

時間的過去に制作された歴史的存在であると同時に、現前する存在でもあるため、歴史考察と同

時に観察者による直観体験が不可欠となる。芸術家の同定や制作年代の同定を行うことができる

のも、それぞれに特有な内的形式法則に支配される対象を、「見られようと望んでいる」仕方で

見てこそはじめて眼差しの中に開示される経験58、すなわち様式59とも呼ばれるものの直観体験

があるからである。美術史学は、造形美術に関連する「他の」文化現象ではなく造形美術自体を

研究対象とするからこそ、歴史文脈からのみ作品説明を行うそれまでの考古学的・文化史的態度

から脱却しなくてはならなかった。美術史学は、文化史から独立する形で20世紀に大きく発展を

遂げ、造形自体の創造的側面について独自の考察を重ねてきた60。人が永遠であることを願うメ

モリアと、造形美術を求めることが何故つながるのだろうか。寄進行為によって、創造性に優れ

た新しい造形が生み出されるのは何故なのか。寄進と美術との関係について考察を行うとき、様

式概念に規定される美術史学的方法論を用いることでしか立ち現れてこない問題があるのではな

いだろうか。

これまでの寄進研究は、造形分析という美術史学的手法を多用しながらも、研究目的の射程は

あくまで文化史的な問題意識に拠ってきた。しかし美術史学的寄進研究においては、造形そのも

のの成立と、寄進者との関係も説明できるような理論が目指されるべきである。多くの寄進作例

では、親方や助言者といった集団によって制作が行われていた。中でも寄進者はプロジェクト全

体の起点と言え、推進力を担う意味で中心的役割を果たしていた。このことから、寄進者を直接

行為者と同様、造形成立に直接影響を与える能力61を持った創造的行為者とみなすべきだと考え

る。例え社会・文化的文脈が寄進行為に決定的な影響を及ぼすとしても、前提条件として造形直

観能力や造形への基本的関心が人々に共有されていなければ、寄進作例が社会において意味を生

み出すことはそもそも無いからである。これまでは暗黙の了解として、造形成立の問題は親方な

どの直接制作者の領域とされ、寄進研究が扱う範疇には無いとされてきたように思われる。しか

し前述したように、寄進と宗教美術が密接な関係にある限り、芸術的創造性の問題を寄進者と切

り離し、直接制作者の領域へと追いやってしまうことはできない。寄進者は直接行為者と同様、

造形成立に直接影響を与える能力を持った創造的行為者とみなされるべきなのである。

美術作品を、寄進者を含めた複数の人物による共同制作の所産と捉えた場合、どのように造形

の成立を考察するべきだろうか。寄進者を創造的行為者と仮定するならば、寄進者の造形に対す

る関与は直接行為者の場合と同様、個別的な造形傾向として表出すると推測される。このことか

ら、造形成立の分析に際しては、寄進者もまた造形自体に影響を及ぼしうることを考慮に入れる

必要があると稿者は考える。直接行為者の能力が寄進者のそれに優る場合もあれば、その逆もあ

る。また両者の相互作用が造形表現に反映されることもあるだろう。造形表現に見られる各人の

貢献を考察するにあたっては、適切な比較作例を集める必要がある。それらの分析には、これま

での美術史学が培ってきた造形分析の一般的手法が有効となる62。寄進研究は、美術史学の造形
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分析の方法を借用するだけではなく、寄進美術を美的直観の対象として捉え、美術史学の学問的

使命を内化することで、さらに展開を遂げていくことになるだろう。

最後に、美術史学が寄進研究を行うことの意味について考えたい。美術史学研究において寄進

者の存在は、単に興味深い画中モティーフであるというだけではなく63、図像解釈の際に重要な

糸口を与えるものとして常に考慮されてきた。しかしそのような研究はあくまで個別的な現象を

扱うにとどまり、体系的理論が目指されることは殆どなかった。90年前後からは、ボルゴルテの

研究を受けて、「メモリア理論」を援用した美術寄進に関する学際的な考察が行われるようにな

るが64、カンプと同様に寄進者の造形的創造性に着目した研究とは言えない。また一般に美術史

学では、寄進者という言葉は必ずしも、永続性と関連する歴史学の厳密な定義に従って用いられ

ているわけではない。「教会や修道院などに美術作例を寄贈した人物」「聖母子や聖人の脇で祈り

を捧げる一般信徒像」といった意味で曖昧に用いられることが殆どであり、注文主、パトロンな

どの用語と区別せずに用いられることも多い65。歴史学における体系的な寄進研究の成果と関連

付けた、寄進に関する美術史研究は一部に留まると言える。

「寄進者」と「パトロン」、「注文主」は近接する概念だが、パトロンは、作品制作の直接行為

者である親方や美術家との関係において定義される概念であり、一方寄進者は、美術作品の寄進

先との関係において定義される概念である。後者において直接行為者との関係は副次的に結ばれ

ている。これらに対して「注文主」は、契約関係によって定義される法的概念と言えるだろう。

パトロンは庇護者という性質上、上流階級という限られた文脈において語られることが多いが、

一方寄進者の問題は、前近代社会に生きる全ての者の死生観と関わっている。確かに現実世界に

おいてこの三者は、たびたび重なって存在している。あえて芸術的創造性の問題を寄進研究の文

脈で考察する必要性は無く、直接行為者以外の芸術的創造性については、既存の注文者研究やパ

トロン研究の中で考察していけば十分であるという意見もあるだろう。しかしながら稿者は、寄

進者を「方法論的に」パトロンや注文主とは峻別して理解することは重要であると考える。注文

主もパトロンも、宗教上の役割を定義する概念ではない。プロジェクトの起点となる人物を注文

主やパトロンと見なすことでは、芸術的創造性と宗教心との関係を明確な形で対象化することは

難しい。多くの場合、造形自体の芸術的問題がメモリアという宗教的問題との関連において捉え

られることは少なく、社会的文脈から造形の問題を理解しようとする解釈学的態度が一般的とな

る。究極的に言えば、人類文化に広く認められる宗教という現象は、死なねばならない運命と肉

体的に永遠でありたいという渇望―メモリア―との葛藤として理解できる。故に、メモリア研究

との関連において美術史学的に寄進者を考察することは、芸術的創造性と永遠性との問題を議論

の俎上にあげることにつながるのである。美術史学的寄進研究は、宗教美術の成立―なぜあらゆ

る宗教は美術を希求するのか―という根本的な問題を提起することにもなるだろう。

おわりに

前世紀初頭に独立した学問規範として確立された美術史学は、一世紀の間に様々な時代・地域

へと考察領域を伸ばし、大きな発展を遂げた。一方、それらの細分化された知識が統合し体系化

されねばならないという機運が高まる中で、新たな方法論的展開が美術史学に求められている。
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2012年に開催された国際美術史学会ニュルンベルク大会66では、現在の閉塞感を打ち破るものと

して人類学的手法が大きくクローズアップされ、美術史学から形象学（Bildwissenschaft）へと

移行すべきであるという主張が目立った。そのような中で稿者は、人類学的手法に興味を覚えつ

つも、同時に20世紀初頭の美術史学理論に立ち戻りながら、美術史学固有の問題意識を再確認す

る必要があるように思った。様式概念を前提とする造形に対する問題意識は、細分化された学問

知を統合できるだけの普遍性を持つものであり、「美術史学的美術史学」と呼ばれるべきものは、

いまだその役割を終えていないように思えたからである。本稿はこの大きな問題に直接答えるも

のではない。しかし、先行研究批判を美術史学の成立動機に立ち返りながら行うことで、美術史

学の可能性について問うてみたつもりである。本稿は、あくまで先行研究の考察に拠りながら、

美術史学的寄進研究の可能性を推測的に提示したたに過ぎない。今後は稿者自身による具体的な

考察によって、本稿の主張を弁論していかなくてはならないだろう。
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